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１ 廿日市市の動向 
 

(1) 廿日市市の概要 
ア 位置 

本市は、広島県の南西部に位置し、北は安芸太田町及び島根県、東は広島市、西は大竹

市及び山口県に接し、南は瀬戸内海に面しています。 

面積は489.48k㎡で、広島県面積の約 5.8％を占めています。 

 

■位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 都市計画区域 
本市の都市計画区域は、廿日市地域及び

大野地域の一部は広島圏都市計画区域に属

し、佐伯地域の一部は佐伯都市計画区域、

宮島地域の全域は宮島都市計画区域が指定

されています。 

 

 

 

 

  

■都市計画区域 

第１章 廿日市市の動向と計画改定の視点 
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(2) 人口・世帯数の動向 
ア 総人口 

本市の総人口は、平成27(2015)年に 114,906人で、平成12(2000)年以降、概ね横ばいで

推移しています。 

地域別（注）にみると、廿日市、大野地域では増加傾向にありますが、佐伯、吉和、宮

島地域では減少が続いています。 

 

イ 年齢３区分別人口割合 
年齢３区分別人口割合は、平成27(2015)年に、０～14歳が13.1％、15～64歳が58.7％、

65歳以上が27.7％で、広島県と同程度となっています。 

65歳以上人口比率を地域別にみると、吉和地域で46.8％、宮島地域で42.8％と特に高く、

佐伯地域は36.9％、大野地域は29.8％、廿日市地域は25.3％で、地域によって高齢化の状

況が異なっています。 

 

ウ 総世帯数 
総世帯数は、平成27(2015)年に46,039世帯で、増加傾向にあります。 

地域別にみると、廿日市、大野地域では増加傾向にありますが、佐伯は平成17(2005)年

以降減少に転じ、吉和、宮島地域では減少が続いています。 

 

（注）現状に関する表記、資料は、できるだけ地域別（合併前の市町村単位）で整理することと

し、地域名は旧市町村名を用いています。 

 

 

 

■総人口の推移 
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■年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総世帯数の推移 
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(3) 産業 
ア 就業者数割合の推移 

平成27(2015)年の就業者数は55,057人で、産業別では、第１次産業が 2.3％、第２次産

業が23.8％、第３次産業が71.0％となっています。 
 

■産業別就業者数割合（平成27(2015)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 工業 
工業事業所数は、平成26(2014)年 163か所で、概ね横ばいで推移しています。 

従業者数は、平成26(2014)年 7,186人で、平成21(2009)年以降、増加傾向にあります。 

また、製造品出荷額等は、平成26(2014)年約 1,937億円で、平成23(2011)年以降、回復

傾向にあります。 
 

■工業事業所数・従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■製造品出荷額等の推移 
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ウ 商業 
小売業をみると、平成26(2014)年、商店数 800店、従業者数 6,757人、年間商品販売額

は約 936億円、売場面積約11.7万㎡となっており、商店数、販売額は減少が続いています。 

店舗面積 1,000㎡以上の大規模小売店舗は、廿日市、大野、佐伯地域の市街地に、計24

店立地しています。 

 

■小売業商店数・従業者数の推移     ■小売業年間商品販売額・売場面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 観光 
本市は、世界遺産を擁する「宮島」をはじめとして、瀬戸内から西中国山地に至る一帯

に、歴史、文化、自然、温泉、スポーツ・レクリエーション施設などの多彩な観光資源が

分布しており、観光客に対する各種サービスも重要な産業となっています。 

入込観光客数は、平成27(2015)年 644.6万人で、平成17(2005)年以降増加基調で推移し

ています。 

宮島地域においても、増加基調にあります。 

 

■入込観光客数の推移 
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オ 産業構造の課題 
本市では、製造業、公共サービス（公務・医療・保健）などが市の経済を牽引していま

す。一方、本市の域際収支（地域内の生産額から支出額を引いた収支）は赤字であり、そ

の理由として、市外通勤者の所得により地域内の生産額による所得以上の支出が可能にな

ること、所得が市外に流出していることなどがあげられています。（廿日市市産業構造調

査（平成24(2012)年３月）より） 

こうした課題に対応しつつ、市経済の自立性を高めるためには、地域内の供給と需要を

循環させること、観光や商業などに対する地域外からの消費を呼び込むこと、主要製造業

などの競争力を強化すること、産業インフラ（ソフト・ハード）の整備を進めることなど

に取り組む必要があります。（廿日市市産業振興ビジョン（平成28(2016)年３月）より） 

 

■産業部門別生産額            ■域際収支額 

（平成20(2008)年）        （平成20(2008)年） 
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２ 都市計画の概況 
 

(1) 都市計画区域と都市計画 
本市には３つの都市計画区域が指定され、それぞれ土地利用や都市施設などに関する都市

計画が定められています。 

・廿日市、大野地域の一部が属する広島圏都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域

の区域区分を定める（線引き）都市計画区域で、市街化区域には用途地域（11種）が指

定されています。このほか、臨港地区、地区計画、街路・公園・公共下水道などの都市

施設、土地区画整理事業などの市街地開発事業が定められています。 

・佐伯都市計画区域は、区域区分を定めない（非線引き）都市計画区域で、主要地方道廿

日市佐伯線の沿道の周辺に用途地域（８種）が指定されています。 

・宮島都市計画区域も、区域区分を定めない（非線引き）都市計画区域です。用途地域は

指定されておらず、全域に風致地区が指定されています。このほか、臨港地区と街路・

公園・公共下水道などの都市施設が定められています。 
 

■都市計画区域の位置 
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■都市計画の概況（平成30(2018)年１月１日現在） 

都市計画区域 区域区分（ha） 

地域地区 
地区 
計画 

都市施設 
市街地開発 
事 業 名称 範囲 

面積 
(ha) 

市街化 
区 域 

市 街 化 
調整区域 

広島圏 廿日市、
大野地域
の各一部 

4,759 2,099.1 2,659.9 用途地域 11種 
(2,099.1ha) 

臨港地区１地区 

17地区 自動車専用道路 
幹線街路 
区画街路 
その他の交通施設 
公園・緑地 
公共下水道 
汚物処理場 
ごみ焼却場 
ごみ処理場 
火葬場 

土地区画整理事
業   ４地区 
新住宅市街地開
発事業 １地区 

佐 伯 佐伯地域
の一部 

3,887 - - 用途地域 ８種 
(260.9ha) 

- - - 

宮 島 宮島地域
の全域 

3,039 - - 風致地区１地区 
臨港地区１地区 

- 幹線街路 
公園 
公共下水道 
ごみ処理場・水路 

- 

全 体 行政区域
の一部 

11,685       
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(2) 市街地の状況
都市計画区域内人口は全市人口の97.7％を占めています。

このうち、廿日市、大野地域に指定されている市街化区域内の人口は全市人口の86.2％を

占めています。人口密度は47.2人／haで、広島圏都市計画区域の中では、広島市、府中町以

外の市町における平均と同程度の水準となっています。 

また、佐伯地域に指定されている用途地域内の人口は全市人口の 4.6％を占めています。

人口密度は20.1人／haで、低密度な水準となっています。 

■市街地の状況

区 分 行政区域 
都市計画 
区    域 

都市計画 
区 域 外 市 街 化 

区    域 
市 街 化 
調整区域 

非線引き 
用途地域 

その他 

面 積     (ha) 48,948 11,685 2,099 2,660 261 6,665 37,253 

構成比 (％) 
100.0 23.9 4.3 5.4 0.5 13.6 76.1 

100.0 18.0 22.8 2.2 57.0 - 

人 口 (人) 114,906 112,243 99,078 3,003 5,255 4,907 2,663 

構成比 (％) 
100.0 97.7 86.2 2.6 4.6 4.3 2.3 

100.0 88.3 2.7 4.7 4.4 - 

人口密度(人/ha) 2.3 9.6 47.2 1.1 20.1 0.7 0.1 

該当地域 

廿日市 
大野 
佐伯 
宮島 

廿日市 
大野 

廿日市 
大野 

佐伯 佐伯 
宮島 

廿日市 
大野 
佐伯 
吉和 

資料：人口は平成27(2015)年国勢調査による。 

注：構成比は、上段が対行政区域、下段が対都市計画区域 

参考：広島圏都市計画区域における市街化区域の人口密度 

区 分 広島圏 廿日市市 大竹市 広島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 呉市 

面 積 
(ha) 

24,701 2,099 980 15,984 564 553 562 383 3,576 

人 口 
(千人) 

1,540.6 97.0 27.3 1,116.3 49.9 28.5 21.6 13.3 186.7 

人口密度 
(人/ha) 

62.4 
<45.9> 

46.2 27.9 69.8 88.5 51.5 38.4 34.7 52.2 

注-1：平成26年都市計画現況調査（平成26(2014)年３月31日時点）による。 

-2：広島圏の< >内は広島市・府中町以外の市町の平均値を示す。
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（平成29(2017)年６月） 
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３ 廿日市市を取り巻く社会情勢と環境 
本市の都市づくりにおいて考慮すべき社会情勢と環境について、第６次廿日市市総合計画

を受けて列記すると、次のとおりです。 

 

(1) 人口減少・超高齢社会 
わが国の人口は、平成20(2008)年をピークに減少に転じており、今後も、少子化による年

少・生産年齢人口の減少と高齢化率の上昇が続き、超高齢社会は長期にわたり継続すること

が予測されています。 

本市は、郊外住宅地として発展してきましたが、国の推計では、将来にわたって人口減少

が見込まれており、平成37(2025)年にかけて高齢者人口が増加し続け、それ以降も高齢化率

はさらに上昇し、超高齢社会が進展すると予測されています。 

市では、人口減少に歯止めをかけることなどを目的として「廿日市市まち・ひと・しごと

創生総合戦略」を策定し、平成52(2040)年人口10万人の実現をめざして諸施策を講じること

としており、都市づくりにおいても、人口減少に歯止めをかけるための取組と超高齢社会を

展望した取組を同時に進める必要があります。 

 

(2) 新たな局面を迎える産業・経済のグローバル化 
グローバル経済が進展する見通しの中で、地域産業における技術の高度化や産業連携が求

められています。また、世界経済全体の拡大は観光面にも大きく影響を及ぼすことが見込ま

れ、訪日外国人の受入環境を整備することが重要な課題となっています。 

本市においても、今後、「2020東京オリンピック・パラリンピック」などを契機として、

多くの外国人旅行者の訪問が予想され、こうした好機を活かすため、受入環境の整備などに

取り組む必要があります。 

 

(3) 大規模かつ激甚な自然災害の発生 
平成23(2011)年３月に発生した東日本大震災は、わが国の防災対策に大きな転換を迫る契

機となりました。また、平成26(2014)年８月に発生した広島市における大規模土砂災害など、

甚大な自然災害が発生していることから、防災・減災対策の重要性が改めて認識されており、

本市においても重要な施策として取り組む必要があります。 

 

(4) 生活圏の集約と広域的視点 
国においては、人口減少・少子高齢社会に対応して、拠点都市と周辺市町が連携して地域

の活性化や人口減少対策に取り組む「連携中枢都市圏構想」を推進することとしています。 

また、「国土のグランドデザイン2050」において、居住者の利便性や行政の効率化の観点

から、生活圏を集約し、交通機関で結ぶ必要性などが示されています。 

本市においても、今後は、公共交通機関へのアクセスが便利な拠点エリアへの都市機能の

緩やかな誘導、各地域と拠点エリアをつなぐ交通確保などにより生活の利便性を高めるなど、

住みやすく住み続けられるまちづくりを進めていく必要があります。 

また、「広島広域都市圏」の構成自治体として、広域的視点から観光施策や住民サービス

の向上につながるよう、周辺市町と連携して取り組むことが求められています。 
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(5) 地球環境との共生 
地球温暖化に伴う様々な問題は、環境に及ぼす影響が大きく、異常気象による大災害の発

生や農林水産業における生産への悪影響なども懸念されています。 

また、ごみの減量化や再生可能エネルギーの創出を図るなど、環境の質の向上と経済成長

との両立をめざした社会の実現を進めていくことが必要です。 

 

(6) 公共施設の老朽化への対応 
わが国では、高度経済成長期以降、道路、橋梁、トンネルなどのインフラや公共建築物が

数多く建設されましたが、半世紀近く経過した現在、これらの老朽化が進み、対応が必要な

時期に直面しています。 

本市においても、公共施設の老朽化が進んでおり、今後は、インフラの計画的な保全や公

共建築物の再編など、公共施設マネジメントを進めていく必要があります。 

 

(7) 地域資源の有効活用 
全国的に、第１次産業は、就業者の高齢化、貿易の自由化などを背景として厳しい状況に

ありますが、特色ある資源のブランド化や６次産業化など、地域資源の有効活用に向けた取

組による地域の活性化が進められています。 

また、持続的な地域づくりを進めるためには、農林水産物だけでなく、自然、歴史、人材

などの地域資源についても、観光・交流面での活用や多様な主体との連携により、広い視点

での有効な活用を行う必要があります。 

 

(8) 高度情報通信が変える社会と生活 
ＩＣＴの急速な進化は、今後も交通、医療・福祉、防災などの様々な分野において、社会

課題の解決や新規ビジネスの創出といった新たな展開の可能性を高め、わが国の社会経済活

動全体を変革する可能性があります。 

本市においても、都市づくりを含め、幅広い分野においてＩＣＴの有効活用を図る必要が

あります。 

 

(9) 持続可能な地域づくり 
本市は、人口減少・超高齢社会において、進学、就職を契機とする若者を中心とした人口

流出は留まることなく、特に島しょ部、内陸部から山間部において地域の活力の低下が懸念

され、空き家や耕作放棄地の増加、里山の保全などの課題も抱えています。 

沿岸部では、高度成長期に開発された団地の高齢化が急速に進み、地域の活力や生活サー

ビスの低下などの問題が生じているほか、今後、空き家の増加が懸念されるなど様々な課題

を抱えており、持続可能な地域づくりのため、交通施策や定住施策など地域課題の解決に向

けた取組が必要です。 

 

(10)協働によるまちづくりと都市マネジメント 
地方分権の進展の中で魅力ある都市として自立し、多様な地域特性を活かしたまちづくり

を進めるためには、市民や行政を含む多様な主体がまちづくりの目標を共有し、協力し合い

ながらその実現に取り組む「協働によるまちづくり」と「地域自治」を推進する必要があり

ます。 
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また、本市を取り巻く社会情勢と環境の変化に伴う諸課題に対応しつつ、持続可能な都市

づくりを進めるため、行政、住民、ＮＰＯ、事業者等の幅広い関係者が総力を結集し、都市

空間の整備、管理運営等を行う都市マネジメントの実践が求められます。 
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４ 都市計画の課題 
本市の動向と都市計画の現状を踏まえ、都市計画の主な課題を列記すると次のとおりです。 

 

(1) 人口減少・超高齢社会に対応した都市構造の構築 
ア 都市機能の集約化とネットワーク化 

人口減少・超高齢社会の中で、住みやすく住み続けられるまちを維持するため、生活圏

における都市機能の強化、集約化とネットワーク化を図るなど、新たな都市構造を構築す

る必要があります。 

 

イ 拠点地区の形成と機能強化 
市民生活における魅力の向上と円滑な都市活動の確保による本市の活性化を図るために

は、都市機能の集積した拠点地区の形成とその機能強化を図る必要があります。 

拠点地区の設定にあたっては、生活・都市サービスの提供、特定機能の集積による高度

なサービスの提供、広島都市圏など広域的要請に基づく都市機能など、拠点地区の性格、

役割に応じた都市機能の集積、強化を図る必要があります。 

 

ウ 地域特性と課題を踏まえた生活圏の形成 
本市は、島しょ部、沿岸部、内陸部、山間部という多様な地域で構成され、それぞれ地

域特性を有する一方で、沿岸部の大規模住宅団地における高齢化の進行と空洞化、島しょ

部や内陸・山間部における少子高齢化と過疎化の進行などの地域課題を有しています。 

このため、これらの地域課題に対応しつつ、地域の特性を活かした個性と魅力を備えた

生活圏の形成を図る必要があります。 

 

(2) 秩序ある土地利用の確保 
ア 地域特性に応じた適切な土地利用の誘導  

本市は、沿岸部に比較的高密度な市街地が形成され、内陸部は低密度な市街地、集落が

分布し、その周辺に田園地域が広がるなど多様な土地利用がなされており、都市的土地利

用と農業的土地利用の調和を図るなど、地域特性に応じた適切な土地利用を誘導する必要

があります。 

 

イ 都市の活性化に資する土地利用の誘導 
市街地における快適な住環境と、効率的な都市機能を確保していくためには、土地の有

効・高度利用と良質な宅地供給を図ることが不可欠であり、都市再生の視点から、計画的

な土地利用を誘導する必要があります。 

また、無秩序な市街化を抑制し、住工混在の解消を図りつつ、合理的な市街地の形成を

図るため、計画的な基盤施設の整備と地区計画等による市街地形成の誘導を図る必要があ

ります。 

さらに、市内経済循環の拡大等を通じて産業の活性化を図るため、観光交流機能の強化

に向けた土地利用の誘導、廿日市木材港における産業構造の高度化に対応した土地利用転

換の誘導などを進めるとともに、新たな都市機能の受け皿となる市街地開発について検討

する必要があります。 
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ウ 市街化調整区域における土地利用の誘導 
市街化調整区域においては、山陽自動車道宮島スマートインターチェンジの設置、国道

433号の整備などにより開発圧力が高まることも予想されるため、今後の市街地形成の方

向づけを踏まえつつ、開発許可制度の運用等により、適切な土地利用規制、誘導策を講じ

る必要があります。 

市街化調整区域において、新しい都市機能の受け皿としての開発が行われる場合は、自

然との調和に配慮するとともに、社会情勢に対応した産業構造や企業の誘致、雇用の場の

確保を含め、より付加価値の高い土地利用の実現に向けた開発を誘導していく必要があり

ます。 

 

(3) 交通体系の整備 
ア 広域幹線道路の整備 

沿岸部の東西方向及び市域の南北方向の交通渋滞を緩和するなど、円滑な交通を確保す

るため、広域幹線道路である広島南道路、国道２号（宮島街道）、主要地方道廿日市佐伯

線、一般県道廿日市環状線等の整備を促進する必要があります。 

 

イ 公共交通の利便性の確保 
本市には、ＪＲ山陽本線６駅、広島電鉄宮島線９駅が設置されています。 

駅前広場は、ＪＲ山陽本線５か所、広島電鉄宮島線１か所で都市計画道路の一部として

計画決定されており、ＪＲ廿日市駅南口では、公共交通の利便性の向上、駅周辺における

拠点性の強化など交通結節点機能の強化を図るため、駅前広場やアクセス道路が整備され

ています。 

バス交通は、沿岸部のルートと内陸部・山間部へのルートの路線バスが運行されていま

すが、これらの中には、不採算路線や便数が少ない路線があり、路線の維持・確保が必要

です。また、コミュニティバスについては、運行ルートや便数などの利用条件を高めてい

く必要があります。 

地方港湾である厳島港（宮島口と宮島間）では、宮島航路が民間２社により運行されて

おり、宮島口については、近年の観光客の増加に対応して利便性と快適性の向上を図るた

め、広島県により、埋立による旅客ターミナル、緑地用地の確保、桟橋のバリアフリー化

などの港湾整備事業が進められています。 

 

(4) 都市施設の整備 
ア 都市計画道路の整備等 

都市計画道路は、自動車専用道路１路線、幹線街路30路線、区画街路７路線、特殊街路

１路線が決定されていますが、自動車専用道路は未着手、幹線街路の整備率は76.2％（平

成29(2017)年３月31日現在、概成済を含む。）に止まっており、都市計画道路の整備を進

める必要があります。 

また、都市計画道路のうち、昭和30年代に当初決定された長期未着手道路が存在してお

り、当該都市計画道路の必要性の再検討など、見直しを行う必要があります。 

 

イ 公園・緑地の整備 
都市計画区域内人口１人当たり公園・緑地の面積は 45.38㎡（平成29(2017)年４月１日
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現在）で、国の定める標準面積10㎡／人（都市公園法施行令第１条の２）を上回りますが、

区域の大半が法規制によりレクリエーション地としての利用が制約される宮島公園（風致

公園、419.10ha、37.34㎡／人）を除くと8.04㎡で標準面積を下回っており、公園・緑地

の整備を進める必要があります。 

また、地域別の人口１人当たり面積は、廿日市地域 6.71㎡、大野地域 5.24㎡、佐伯地

域29.91㎡、宮島地域 2,505.73㎡（風致公園を除くと2.15㎡）で、地域によって整備水準

に差があり、地域間の均衡の確保に配慮して公園・緑地の整備を進める必要があります。 

 

ウ 下水道の整備 
廿日市、大野、宮島、佐伯地域の市街地と吉和地域の集落を対象として公共下水道事業

を実施しており、宮島、吉和地域は事業が完了しています。 

公共下水道の人口普及率（平成29(2017)年３月末時点）は、市全体で44.8％、廿日市地

域44.8％、大野地域48.2％、佐伯地域24.8％、吉和地域97.0％、宮島地域99.2％で、廿日

市、大野、佐伯地域は、県平均73.6％に比べて普及率が低い状況にあり、今後、経営的観

点に配慮しつつ、未整備地区における公共下水道等の整備を進めていく必要があります。 

 

(5) 市街地の環境改善 
既成市街地においては、生活道路の未整備などのために居住環境の悪化、災害時における

危険性の増大などの問題を抱えている地区が存在しており、地区の実情に応じた対策を講じ、

市街地の環境改善を図る必要があります。 

また、歩道等の歩行者空間の整備水準が低い状況にあり、歩行者空間の整備、公共施設や

駅舎等交通施設のバリアフリー化等により、人にやさしいまちづくりを進める必要がありま

す。 

さらに、市街化が進行している地区においては、不足している生活道路の整備を誘導する

など、良好な環境の市街地の形成を図る必要があります。 

 

(6) 良好な景観の継承・形成 
世界遺産を擁する「宮島」について、その歴史・文化的環境や背後の自然環境を保全する

ことは本市の責務であり、自然公園法、文化財保護法等既存の法律の遵守を基本として、後

世に継承していく必要があります。 

また本市は、臨海・沿岸部の市街地景観、歴史的町並み景観、内陸部の田園景観、山地部

の山並み景観、渓谷美など、それぞれの地域において特徴のある景観を有しており、こうし

た特徴を活かして良好な景観の形成を図る必要があります。 

 

(7) 緑の保全・活用 
世界遺産を擁する「宮島」をはじめとする歴史・文化資源と一体となった緑地、良好な景

観を構成する緑地、貴重な植物群落、災害防止機能のある緑地などを保全する必要がありま

す。 

また、これらの緑地を自然環境の保全に配慮しながら、市民が緑とふれあう場として活用

する必要があります。 

都市内の農地については、農業に対する市民意識の変化、宅地需要の沈静化による農地転

用の必要性の低下などを背景として、都市づくりにおける役割が変化しており、農地の生産
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機能、防災空間としての役割、良好な都市環境、都市景観の形成に果たす役割など多様な役

割に着目し、都市内の貴重な緑地として維持、活用する必要があります。 

一方、廿日市・大野地域の市街地においては、緑地率は19.4％（平成24年度都市計画基礎

調査）で、国が目標として示す市街地における永続性のある緑地の割合30％以上（緑の政策

大綱）に比べて低い状況にあり、良好な都市環境を形成するため、市街地内及びその周辺の

緑地の保全を図るとともに、市街地の緑化を進める必要があります。 

 

(8) 防災性の向上 
大規模地震災害、多発する豪雨災害などの災害リスクに対応して、災害の防止と被害の軽

減を図るため、都市インフラや建築物の耐震化、津波対策、水害対策、沿岸部の浸水対策、

災害時の避難空間の確保などに取り組む必要があります。 

また、土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定、災害リスクの低減に配慮した土地利用

規制・誘導、地域における防災力の向上に取り組むなど、ハード・ソフト一体となった取組

を進める必要があります。 
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５ 計画改定の視点 
廿日市市を取り巻く社会情勢と環境、都市計画の課題を踏まえて、次のような視点で都市

計画マスタープランの改定を行います。 

 

(1) 持続可能な都市構造への誘導 
人口減少・超高齢社会に対応しつつ持続可能な都市づくりを進めるため、生活圏における

都市機能の強化、集約化とネットワーク化、公共交通の充実を図るなど、集約型都市構造を

誘導します。 

 

(2) 産業基盤の強化 
生産年齢人口の減少が見込まれ、産業・経済のグローバル化が進む中で、持続可能で活力

ある都市づくりを進めるため、産業インフラ（ソフト・ハード）の整備等により、産業基盤

の強化を図ります。 

 

(3) 自然災害の多発に対応した防災都市づくり 
大規模地震災害、自然災害の多発など、災害リスクの増大に対応して、災害の防止と低減

を図るため、地域防災計画と連携しつつ、都市構造の防災化、防災・緊急対応基盤の構築な

ど、災害に強い防災都市づくりを進めます。 

 

(4) 多彩な資源を活かした都市の魅力化 
グローバル化の進展する中で、世界遺産を擁する「宮島」をはじめとする各地域の多彩な

資源を活かしつつ、観光交流やレクリエーションの振興、良好な景観形成などを図り、賑わ

いの創出や魅力ある都市空間づくりを進めます。 

 

(5) すべての世代が暮らしやすい都市環境の整備 
人口減少・超高齢社会の中で、若者、子育て世帯などの定住を促進するとともに、高齢者

等が安全で安心して暮らせるよう、すべての世代が暮らしやすい都市環境の整備に取り組み

ます。 

 

(6) 協働と地域経営によるまちづくり 
地域特性を活かしつつ、地域課題に対応したまちづくりを進めるため、市民や行政を含む

多様な主体が協力し合う、協働によるまちづくりを進めます。 

また、市民や地域の様々な主体と連携し、地域自治の取組を支援するなど、地域経営の視

点からまちづくりを進めます。 

 

(7) 都市マネジメント 
本市を取り巻く社会情勢と環境の変化に伴う諸課題に対応しつつ、持続可能な都市づくり

を進めるため、既存ストックの有効活用や整理・合理化、民間主体の実力・知見の活用、柔

軟な手法の導入など、新たな時代に対応した都市マネジメントの視点を重視した取組を進め

ます。 

 


